
市ホームページアドレス　https://www.city.iga.lg.jp/

【と　き】
　２月８日㈯
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
　ひきこもり支
援を行っている
n
ね す と

est の企画イベ
ントです。“ひき
こもり”で悩む人
たちと共に生きる
地域の役割につい
て一緒に考えてみ
ませんか。
　日本で初めてひきこもり専門窓口
を設置した岡山県総社市社会福祉
協議会からゲストを迎えてお話を伺
います。
【対象者】　ひきこもりに関心のある
人、ひきこもりでお悩みの本人・家
族、支援者
【問い合わせ】
　（福）伊賀市社会福祉協議会
　就労支援課　n

ね す と

est
　☎ 22-0084
【担当課】
　生活支援課　

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。
【と　き】
　１月 14日㈫　午前 10時～正午
【ところ】
　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872番地の１）
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

【と　き】
　１月 12日㈰　午前９時～正午
【ところ】
　ゆめドームうえの・ゆめぽりすセ
ンター前駐車場
【内　容】
　消防本部・消防団・幼少年消防ク
ラブによる消防出初式を行います。
○屋内　式典、各種表彰、防火の誓
い　ほか

○屋外　消防車両の展示、乗車体験
や防火衣着装などの体験コーナー

※屋外は雨天中止
【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎  24-9115　℻   24-9111

ひきこもりにやさしい地域
をかんがえる

催しいが　オレンジカフェ催し

消防出初式催し

【義援金総額】　※ 11月 20日現在
○東日本大震災
　64,603,666 円
○熊本地震災害
　608,708 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　34,963 円
○バングラデシュ南部避難民
　38,541 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　275,415 円
○平成 30年北海道胆振東部地震
　84,163 円
○令和元年８月豪雨災害
　5,264 円
○令和元年台風第 15号千葉県災害
　104,071 円
○令和元年台風第 15号東京都災害
　2,242 円
○令和元年台風第 19号災害　 
　88,800 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

◉伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】　内科・小児科
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療時間】　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11時
※受付は、診療終了時刻の 30分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日・祝日診療を行っている医療機関は、救急医療情報センター
コールセンター（☎ 059-229-1199）へお問い合わせください。

◉伊賀市救急・
　健康相談ダイヤル 24

☎ 0120-4199-22
　心と体のさまざまな相談に、24時
間体制でお応えします。
※通話料・相談料は無料です。

１月の二次救急実施病院
≪実施時間帯≫　平日：午後 5時～翌日午前 8時 45分
土・日・祝日：午前 8時 45分～翌日午前 8時 45分
≪実施時間帯（岡波総合病院）≫
月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５時～翌日
午前８時45分　日曜日：午前９時～翌日午前８時45分
※月・水曜日が年始及び祝日の場合、午前９時～翌日午前
８時45分
救急車での搬送限定ではありません。※要事前連絡
　【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　【岡波総合病院（☎ 21-3135）】

◉各病院の受け入れ体制

※重症者が重なり、診察できない場合があります。また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

日 月 火 水 木 金 土
１
　岡波

２
　名張

３
　上野

４
　名張

５
　名張

６
　岡波

７
　名張

８
　岡波

９
　名張

10
　上野

11
　上野

12
　岡波

13
　岡波

14　
　上野

15
　岡波

16
　名張

17
　上野

18
　名張

19
　名張

20
　岡波

21
　名張

22
　岡波

23
　名張

24
　上野

25
　上野

26
　岡波

27
　岡波

28
　上野

29
　岡波

30
　名張

31
　上野

＊小児科以外の診療科
です。

義援金受け入れ状況お知
らせ

　バーコード印字がある納付書であ
れば、次の決済方法で市税を納付で
きます。決済方法やアプリの利用方
法など詳しくは、各社ホームページ
でご確認ください。
【ご利用いただけるバーコード決済】
○ Pay B（ペイビー）
○ PayPay（ペイペイ）
○ LINE Pay（ラインペイ）
※ご利用には、アプリのダウンロー
ドが必要になります。
※領収書は発行されません。
※納付期限が過ぎた納付書は使用で
きません。

【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9615　℻   22-9618

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　川東阿弥陀寺には、伊賀で一
番大きな五輪塔がありますが、
その高さは？
① 2.0m　　② 2.4m
③ 2.8m　　④ 3.5m

（答えは 10ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

スマートフォンで
市税が納付できます

お知
らせ

【問い合わせ】
　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日650
とこわかダンス講習会
受講者募集中！

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見をお聞か
せください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
※入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時
　１月６日㈪　午後４時
◆参加申込期限
　１月 21日㈫　午後 11時
※諸事情により中止になる場合が
あります。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

　2016 年 12 月 16 日に「部落差別の解消の推進に
関する法律（部落差別解消推進法）」が施行されてから、
3年になります。この法律は、「いまもなお部落差別
が存在する」「憲法の理念に照らして部落差別は許さ
れないものであり、解消することが重要な課題である」
と明記された画期的な法律です。しかし、「知らない
法律は守られない」という言葉があります。この法律
の理念を知り、あらためて、差別をなくすために何が
必要か考えてみましょう。
　部落差別の問題（同和問題）とは、被差別部落また
は同和地区の出身であることや、そこに住んでいるこ
とを理由に、結婚、就労、日常生活などの場面におい
て差別を受けるという、基本的人権にかかわる深刻で
重大な社会問題です。これまで部落差別解消に向けた
さまざまな取り組みがなされ、改善された部分も多く

あります。
　しかし、2002年に国策である同和対策事業が終了
し、部落差別への無関心や認識不足が広がってきまし
た。また、インターネットや SNS 上に、部落に関す
るデマや偏見、差別的な情報が掲載され、差別意識が
拡散されています。こういった状況を背景に、部落差
別のない社会を実現することを国民的課題と捉え、「部
落差別」を名前に冠した法律が成立しました。
　「部落差別解消推進法」と同年に施行された「障害
者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」はあわせて「人
権三法」と呼ばれ、差別される人ではなく、差別の根
本である社会に向けての法律である点が共通していま
す。社会を構成する私たち一人ひとりが、差別をなくす
主体であるという自覚をもつことが求められています。

◆ 知らない法律は守られない

ご存じですか？「部落差別解消推進法」
【問い合わせ】人権政策課　☎ 22-9683　℻   22-9684　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

【掲載料】
　１枠：１カ月15,000 円
【申込期限】
　掲載希望日の 2カ月前
【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636

２次元コード　

▲

市ホームページ
バナー広告募集中
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市ホームページアドレス　https://www.city.iga.lg.jp/

【と　き】
　２月８日㈯
　午後１時 30分～３時 30分
【ところ】　ハイトピア伊賀
　５階多目的大研修室
【内　容】
　ひきこもり支
援を行っている
n
ね す と

est の企画イベ
ントです。“ひき
こもり”で悩む人
たちと共に生きる
地域の役割につい
て一緒に考えてみ
ませんか。
　日本で初めてひきこもり専門窓口
を設置した岡山県総社市社会福祉
協議会からゲストを迎えてお話を伺
います。
【対象者】　ひきこもりに関心のある
人、ひきこもりでお悩みの本人・家
族、支援者
【問い合わせ】
　（福）伊賀市社会福祉協議会
　就労支援課　n

ね す と

est
　☎ 22-0084
【担当課】
　生活支援課　

　認知症を理解するために誰もが集
える場所です。ゆっくりした時間を
スタッフと一緒に過ごしませんか。
【と　き】
　１月 14日㈫　午前 10時～正午
【ところ】
　伊賀シルバーケア豊壽園
　（久米町 872番地の１）
【問い合わせ】
　地域包括支援センター
　☎ 26-1521　℻   24-7511

【と　き】
　１月 12日㈰　午前９時～正午
【ところ】
　ゆめドームうえの・ゆめぽりすセ
ンター前駐車場
【内　容】
　消防本部・消防団・幼少年消防ク
ラブによる消防出初式を行います。
○屋内　式典、各種表彰、防火の誓
い　ほか
○屋外　消防車両の展示、乗車体験
や防火衣着装などの体験コーナー
※屋外は雨天中止
【問い合わせ】　消防本部消防救急課
　☎  24-9115　℻   24-9111

ひきこもりにやさしい地域
をかんがえる

催しいが　オレンジカフェ催し

消防出初式催し

【義援金総額】　※ 11月 20日現在
○東日本大震災
　64,603,666 円
○熊本地震災害
　608,708 円
○平成 29年 7月 5日からの大雨災害
　34,963 円
○バングラデシュ南部避難民
　38,541 円
○平成 30年 7月豪雨災害
　275,415 円
○平成 30年北海道胆振東部地震
　84,163 円
○令和元年８月豪雨災害
　5,264 円
○令和元年台風第 15号千葉県災害
　104,071 円
○令和元年台風第 15号東京都災害
　2,242 円
○令和元年台風第 19号災害　 
　88,800 円
※お寄せいただいた義援金は、日本
赤十字社を通じて、支援を必要と
する方々にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
○本庁舎　１階ロビー
○各支所（上野支所を除く。）
【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　℻   22-9673

◉伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】　内科・小児科
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療時間】　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11時
※受付は、診療終了時刻の 30分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日・祝日診療を行っている医療機関は、救急医療情報センター
コールセンター（☎ 059-229-1199）へお問い合わせください。

◉伊賀市救急・
　健康相談ダイヤル 24

☎ 0120-4199-22
　心と体のさまざまな相談に、24時
間体制でお応えします。
※通話料・相談料は無料です。

１月の二次救急実施病院
≪実施時間帯≫　平日：午後 5時～翌日午前 8時 45分
土・日・祝日：午前 8時 45分～翌日午前 8時 45分
≪実施時間帯（岡波総合病院）≫
月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５時～翌日
午前８時45分　日曜日：午前９時～翌日午前８時45分
※月・水曜日が年始及び祝日の場合、午前９時～翌日午前
８時45分
救急車での搬送限定ではありません。※要事前連絡
　【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　【岡波総合病院（☎ 21-3135）】

◉各病院の受け入れ体制

※重症者が重なり、診察できない場合があります。また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

日 月 火 水 木 金 土
１
　岡波

２
　名張

３
　上野

４
　名張

５
　名張

６
　岡波

７
　名張

８
　岡波

９
　名張

10
　上野

11
　上野

12
　岡波

13
　岡波

14　
　上野

15
　岡波

16
　名張

17
　上野

18
　名張

19
　名張

20
　岡波

21
　名張

22
　岡波

23
　名張

24
　上野

25
　上野

26
　岡波

27
　岡波

28
　上野

29
　岡波

30
　名張

31
　上野

＊小児科以外の診療科
です。

義援金受け入れ状況お知
らせ

　バーコード印字がある納付書であ
れば、次の決済方法で市税を納付で
きます。決済方法やアプリの利用方
法など詳しくは、各社ホームページ
でご確認ください。
【ご利用いただけるバーコード決済】
○ Pay B（ペイビー）
○ PayPay（ペイペイ）
○ LINE Pay（ラインペイ）
※ご利用には、アプリのダウンロー
ドが必要になります。

※領収書は発行されません。
※納付期限が過ぎた納付書は使用で
きません。

【問い合わせ】
　収税課
　☎ 22-9615　℻   22-9618

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　川東阿弥陀寺には、伊賀で一
番大きな五輪塔がありますが、
その高さは？
① 2.0m　　② 2.4m
③ 2.8m　　④ 3.5m

（答えは 10ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

スマートフォンで
市税が納付できます

お知
らせ

【問い合わせ】
　国体推進課
　☎ 43-9100　℻   43-9102

開催まであと　　　　　日650
とこわかダンス講習会
受講者募集中！

　広報いが市・行政情報番組
（ウィークリー伊賀市・文字放
送）について、ご意見をお聞か
せください。
【問い合わせ】　広聴情報課
　☎ 22-9636　℻   22-9617
　　 kouchoujouhou@city.iga.lg.jp

ご意見をお聞かせください

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
※入札方式
◆市ホームページ掲載開始日時
　１月６日㈪　午後４時
◆参加申込期限
　１月 21日㈫　午後 11時
※諸事情により中止になる場合が
あります。詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　℻   22-9618

　2016 年 12 月 16 日に「部落差別の解消の推進に
関する法律（部落差別解消推進法）」が施行されてから、
3年になります。この法律は、「いまもなお部落差別
が存在する」「憲法の理念に照らして部落差別は許さ
れないものであり、解消することが重要な課題である」
と明記された画期的な法律です。しかし、「知らない
法律は守られない」という言葉があります。この法律
の理念を知り、あらためて、差別をなくすために何が
必要か考えてみましょう。
　部落差別の問題（同和問題）とは、被差別部落また
は同和地区の出身であることや、そこに住んでいるこ
とを理由に、結婚、就労、日常生活などの場面におい
て差別を受けるという、基本的人権にかかわる深刻で
重大な社会問題です。これまで部落差別解消に向けた
さまざまな取り組みがなされ、改善された部分も多く

あります。
　しかし、2002年に国策である同和対策事業が終了
し、部落差別への無関心や認識不足が広がってきまし
た。また、インターネットや SNS 上に、部落に関す
るデマや偏見、差別的な情報が掲載され、差別意識が
拡散されています。こういった状況を背景に、部落差
別のない社会を実現することを国民的課題と捉え、「部
落差別」を名前に冠した法律が成立しました。
　「部落差別解消推進法」と同年に施行された「障害
者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」はあわせて「人
権三法」と呼ばれ、差別される人ではなく、差別の根
本である社会に向けての法律である点が共通していま
す。社会を構成する私たち一人ひとりが、差別をなくす
主体であるという自覚をもつことが求められています。

◆ 知らない法律は守られない

ご存じですか？「部落差別解消推進法」
【問い合わせ】人権政策課　☎ 22-9683　℻   22-9684　 jinken-danjo@city.iga.lg.jp

【掲載料】
　１枠：１カ月15,000 円
【申込期限】
　掲載希望日の 2カ月前
【問い合わせ】
　広聴情報課
　☎ 22-9636

２次元コード　

▲

市ホームページ
バナー広告募集中
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